
本日の説明内容

１．発達が気になる子と親の支援体制について
　２．乳幼児健康診査の概説
　　３．５歳児健診について

発達が気になる子と親の支援と5歳児健診について

高知県健康政策部医監
須崎福祉保健所保健監（須崎保健所長）

高知ギルバーグ発達神経精神医学センター副参事

福永　一郎

５歳児健康診査推進のための連絡協議会　2026.2.16 資料２



今回の説明スライド・資料の多くは
第84回日本公衆衛生学会総会シンポジウム　
5歳児健診事業化の公衆衛生学的検討
（2025.10.31静岡市）　からとっています

左記シンポジウムについて、内容の詳細をお
知りになりたい方は、福永（下記e-mail）まで直
接ご連絡ください
　ichirou_fukunaga@ken3.pref.kochi.lg.jp　または　
jinnta0428@gmail.com

【第84回日本公衆衛生学会総会シンポジウム67】 
5歳児健診事業化の公衆衛生学的検討：
　モニタリング・レポート委員会分野横断企画 
 
座長： 
　　　北野　尚美（和歌山県立医科大学） 
　　　鈴木　孝太（愛知医科大学） 
演者： 
１．ADHD 早期発見の重要性: Disruptive Behavior Disorder 破壊的
行動障害マーチとの関連から 
　　吉益　光一（神戸女学院大学心理学部心理学科） 
２．発達が気になる子どもと家庭を地域でみるために、どのようなしく
みが必要か 
　　福永　一郎（高知県健康政策部） 
３．発達が気になる子どもと家族を地域で支えるー ESSENCE チーム
による地域支援ー 
　　野々宮京子（高知県立療育福祉センター） 
４．こどもの成長発達を保障する地域システムづくり：保健と福祉・教
育の連携・協働強化を具現化した5歳児健診 
　　北野　尚美（和歌山県立医科大学医学部／健康管理センター） 
５．指定発言者：小倉加恵子（鳥取県福祉保健部／子ども家庭部、倉
吉保健所） 
６．指定発言者：中島　正夫（椙山女学園大学） 
７．総合討論 
　　フロア発言　永光 信一郎氏（福岡大学医学部小児科 主任教授）
ほか  





　発達障害の早期発見・早期支援は，発達障害の可能性のある児の
家庭に対して，早い段階から児と家族を支えていくことが大切であり，
単に診断につなげることが目的ではない。発達の問題に理解のない環
境のなかで成長すると，失敗体験を積み重ねることとなり，自己肯定
感が低下し，二次障害のリスクが大きくなる。特性を理解した対応を周
囲が行えば，自己肯定感が育ち，うまく育っていくことができる。

　早期から，児に対しては発達障害の特性と発達をふまえた育ちの支
援が必要であり，同時に親を支援することにより，子育てのむずかしさ
からくる親のリスク（不全感，不安感，疲労感など）を軽減することが必
要である。

福永作成

発達が気になる子と親の支援



健診

保育所等
子どもと家庭

地域の医療機関

発達相談事業など

２次健診・専門相談

児童発達支援

①医師の意見　
②市町村長の判断
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発達の気になる子どもと家庭を地域で支える関係者

自助グループ
支援団体等

福永原図2025



・子どもに気になる徴候が見つかった場合、実際には「即、医
療へ」というケースはほとんどない

・多くの場合、市町村の担当者が保護者の話を聞きながら経
過を見ていき、より専門的にという場合に医療機関が紹介され
る

・子どもの発達障害を診療するのは主に児童精神科医や小児
科医である

・子どもの苦手なことを保護者に説明し、困った時の関わり方
などを具体的にアドバイスする

・医療機関での診察は数か月に1度で、診察と診察の間の期
間は保健師や保育士と連携しながら、必要な支援に取り組む

発達を診る医療機関の医師のお話から



健診 （発達を診る）
医療機関受診

健診

保健師等フォロー

心理・リハ職等の専門
家の定期観察

（発達を診る）
医療機関受診保育所での支援

児童発達支援

現実的ではないフォロー方法

多くの地域で実施されているフォロー方法

児童発達支援

保健師等フォロー

保育所

療育（心理・リハ）

療育（心理・リハ）

発達相談事業など

発達の気になる子どもと家庭のフォロー

親支援
ペアレント・トレーニングなど

より専門的にという場合

福永原図2025



・児の状態の評価
　臨床的評価（健診、相談、臨床診断、教育相談・・・）
　生活の評価（保健、保育、児童発達支援・・・）

・地域のアクセス（地域のプレイヤー）
　保健（健診、保健師など）
　医療・リハ・教育（専門家）
　生活（保育、児童発達支援など）
　ピア（親同士など）

・プレイヤー間の連携、情報共有などの状況

　健診事後や発見経路（問題が持ち込まれた）あと、誰がいつ何をしてどのよ
うなフォローをしたのか？
　あるいはしていないのか。

各々の役割
「When：いつ」
「Who：だれが」
「What：何を」

福永作成

評価とフォローの要点



　高知県須崎福祉保健所資料
参考：発達障害のある子どもと家族を支援するための地域支援体制づくり-.Q-SACCSを使った.「地域診断」マニュアル

Q-SACCS　演者の

保健所管内でも
研修を実施して
います

地域支援体
制の診断例
Q-SACCS　

（須崎市）

紹介にあたっては
本田秀夫先生の了
解をいただいてお
ります



乳児健診（1か月*、4か月、7か月、10か月）

1歳6か月児健診

3歳児健診

就学時健診

満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

満3歳を超え満4歳に達しない幼児

5歳児健診*

母子保健法12条

母子保健法12条

母子保健法13条

母子保健法13条

*　　 国庫補助
無印　一般財源

学校保健安全法11条

乳幼児健康診査（就学時は健康診断）

実施年度に満5歳になる幼児
（標準的には、4歳6か月～5歳6か月となる幼児）

福永作成



スクリー
ニング

ヘルスチェックアップ

親子への総合的な支援の場

乳幼児健診の3つの機能

子育て支援 養育上の不安除去

情報伝達

２　障害、疾病の早期発見

１　発育発達の総合評価

etc・・・

３　養育状態・養育環境へのアプローチ

福永原図　医学書院　助産学講座　地域母子保健・国際母子保健より



年間計画作成

医師会・歯科医師会等の調整と依頼

対象者の名簿作成

使用物品等の調達

健診の周知広報

対象者への健診案内通知

健診実施

健診結果の事務処理

未受診児の把握・対応

事後指導必要児への対応

統計作成・事後評価

受付

問　診

身体計測 尿検査

視覚検査 聴覚検査

発達確認・行動観察・（発達検査）

小児科診察・総合判定
歯科診察・判定
口腔衛生指導

結果説明、保健指導、栄養指導
精密健診受診券発行

カンファレンス

受診再勧奨
　電話・訪問
家庭の状況把握

会場での検査

異常なし・要指導
要経過観察・要精密検診・要治療

異常なし・要指導
要経過観察・要治療

乳幼児健診の企画と実際の流れ（3歳児健診の例）

いくつかの実施例をもとに福永が作成



親子遊び*

受付

検尿

問診計測
小児科
診察

歯科
診察

視聴覚検査

発達相談など
フッ素塗布*

カルテ運び・誘導

栄養・歯科　
保健指導

健診の流れ・スタッフ

高知県資料から福永が作成

心理・ST

*市町村の任意で実施

高知県における標準的な健診実施体制

（３歳児）



高知県資料



　↑問診票の一部

　　　　　所見・判定
　　　　　支援の必要性
　　　　　　　　　（カルテの一部）　→

3歳児健診

高知県資料



1歳6か月児健診の例（一部） 高知県資料　福永改変問診時の発達確認項目



・「何か気になるな」を専門家が早めにキャッチする場の一つが乳幼
児健診

・身体計測、問診、歯科診察、小児科診察などを通して、子どもが順
調に成長しているか、病気や障害がないかどうかを確認する
・子どもができないことを指摘される場ではない

・健診は得意なことも苦手なことも引っくるめて、子どもの成長の過
程を知る場。苦手なことを早めに知り、うまく子育てをするための入
り口

・健診には医師や保健師のほか、歯科医師、歯科衛生士、栄養士、
言語聴覚士ら子育て支援の専門家がいる。子育てで知りたいことや
気になることを相談できる場

健診に従事している医師のお話



　ESSENCE: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations（神
経発達的診察が必要になる早期徴候症候群）
　ESSENCEは診断名ではありません。ESSENCEは、次に挙げているような神経発達障害のある子
どもたちの早期（幼少時期）の状態を表す包括的名称です。

　ESSENCEは、もし気づかれず放置されたままだと、さまざまな発達障害や精神医学的問題につ

ながっていく可能性があり、言い替えれば、それらの問題を発達の早期に確認することができる
重要な前兆と考えられます。現れる徴候は、１つだけでなく複数の徴候が重なり合ったり併存し
ていると考えられています。徴候が１つでもあれば、必ず他にないかみていくことが大切です。

高知ギルバーグ発達神経精神医学センター　福永加筆

ESSENCEとは

クリストファー ギルバーグ教授



健診の企画、
実施方法、評
価方法、精度
管理自体が、
日本の中で、
標準化されて
いないと思わ
れる

従事スタッフの
個人差 ・実施

自治体間の地
域差が大きい
と想定

福永原図2025

健診が十分に目的を果たしていない場合のピットフォール
（構造的あるいは実務的問題）

問診は聞き直し（＋さらに詳しく聞く）
をする

vs 保護者が書いた問診票をそのまま評価

発達確認をする
（課題を与える、観察を行う）

vs 問診票の記載のみで判断

全数に発達確認・観察 vs
問診票のチェックで

必要と判断した場合のみ確認・観察

心理職ST職等が従事※

（当日の専門相談や、2次検査など）
vs 心理職ST職等の従事なし

標準化された判定基準により判定を提示
し医師に判断を仰ぐ

vs
所見をそのまま提示し医師の判断に委ね

る（医師による差がそのまま現れる）

要精密要観察の場合は
事後フォローをする

vs
精密検査に行ってください
様子を見ましょうで終わり

カルテの検査抜け、記載漏れ、検査判定
誤り有無を事後に全数チェック

vs
カルテ記載の見直しなし（ノーチェック)

(誤判定があってもそのまま）

事後カンファレンスを（多職種で）行う vs
カルテ事後点検のみ

少人数でのカンファレンス

※専門職の配置については、地方交付税による地方財政措置が行われている



　５　歳　児　健　診　５歳児健診の目的

　幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高まり、発達障害が認知される時期であり、
保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成長・発達に影響を及ぼす時期である５歳児に対
して健康診査を行い、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生
活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図る

５歳児健診の意義
・集団生活を営む上で必要な社会性の発達や自己統制などの行動面の発達を評価する

　所見を認める場合や保護者に心配がある場合には、専門相談などを活用し、必要に応じてその後
の医療、福祉、教育などのフォローアップにつなげる。環境を調整することで社会生活への適応がス
ムーズになる。保護者の心配を軽減できる。
・基本的生活習慣を身につけるための保健指導を実施する

　身体発育（肥満や痩せ）、睡眠覚醒リズム、食事と排泄の習慣など基本的生活習慣の安定、メディ
アとの付き合い方など

５歳児健診で行う項目
　１）身体発育状況 　２）栄養状態 　３）精神発達の状況 　４）言語障害の有無 
　５）育児上問題となる事項の確認（生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等） 
　６）その他の疾病及び異常の有無 5歳児健診マニュアルより福永が作成



執筆担当者
研究分担者 小枝達也 小倉加恵子
研究協力者 是松聖悟
執筆協力者 日本眼科医会 柏井真理子
国立成育医療研究センター 仁科幸子
日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 守本倫子

　こども家庭科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究
事業）「こどもの健やかな成長・発達のためのバイオサイコソーシャルの
観点（身体的・精神的・社会的な観点)からの切れ目のない支援の推進の
ための研究」
　研究代表者　永光信一郎（福岡大学）

シンポジウム　指定発言者

シンポジウム　フロア発言者



5歳児健診の流れ

5歳児健診マニュアルより福永が作成

要紹介
要精密

要治療既医療

医療機関での受診が必要なケース

福祉等の支援や相談が必要なケース

経過観察
要療育

既療育
医師としての見立て（所見）とその意味を伝え
て、解決の手立てを知るために専門職に相談

専門相談 子育て相談、栄養相談、心理発達相談、
療育相談、教育相談など

5歳児健診後の経過

１）健診当日に専門相談を行い、以後は保護者、保健師、
保育士等の見守りで就学を迎えるグループ（要経過観察） 
２）健診後の事後相談につなぎ、その後、児童発達支援セ
ンターなどの福祉サービスを活用して就学を迎えるグルー
プ（要経過観察（要療育を含む）） 
３）専門相談や福祉サービスだけでは課題の解決が難しく、
脳神経等の病気の鑑別や投薬のために専門医療機関等
を受診して就学を迎えるグループ（要紹介） 

こども家庭センター等の保健師、かかりつけ医や専門医療機関等の医療関係者、児童発達支援センター等の
福祉関係者、保育士等、将来的な就学も見据えた教育委員会の担当者等が健診、カンファレンスに参加

図：5歳児健診マニュアル



　（５歳児健診を実施するために必要な医師等の十分な確保が困難な場合）

　地域の実情に応じて、「対象となる年齢の幼児全てに、発達相談や巡回相談等による
聞き取りやアンケート等を組み合わせて実施等（一段階目）したうえで、医師の関与のも
と発達等に課題があると考えられた幼児を対象に医師が診察する健診（二段階目）」
（以下「二段階方式」という。）を行うことも、差し支えない

　こども家庭科学研究班において、「全５歳児を対象に医師が診察する健診」と「事前のスクリーニ
ング等により発達等に課題があると考えられた５歳児を対象に医師が診察する健診」との効果の
比較が行われ、後者の健診についても、前者の健診と同様の効果を持つ場合があることが確認

二段階方式

園医方式

　保育所・幼稚園・認定こども園等における定期健康診断等の機会を活用する等によ
り健診を実施する

巡回方式

　医師、保健師、心理専門職等がチームを組み、保育所等や家庭を巡回して健診を
実施する

こども家庭庁資料より福永が作成



こ成基第213号、こ成保第533号、こ成母第2065号、こ支家第381号、こ支障第352号、７初幼教第５号。令和７年９月16日こども家庭庁成育局成育基盤企画
課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、こども家庭庁成育局母子保健課長、こども家庭庁支援局家庭福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長、
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長連名通知。保育所等における低年齢児の健康診断について

市町村の健診をもって保育所の健診に代えることができるようになった



福永の講演および野々宮先生の講演につい
て、内容の詳細をお知りになりたい方は、福永
（下記e-mail）まで直接ご連絡ください
　ichirou_fukunaga@ken3.pref.kochi.lg.jp　また
は　jinnta0428@gmail.com
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５歳児健診の事例：和歌山県湯浅町

健やか親子21取組のデータベース　より



高知県ではこの部分の早期発見体制が脆弱である

（新生児期以降に難聴が現れるのは　幼児難聴の
４０％）

※　なお、ムンプス難聴の好発年齢は２～５歳なの
で、３歳児健診以降の発症もある

新生児聴覚検査は所期
の役割を果たしている

Doi N, Fukunaga I, Kobayashi T, Hirose K, Hyodo M, Teshima M. Impact of 
the Improved Publicly-funded Newborn Hearing Screening Program. JMA J. 
2025;8(2):533-539.

Abstract:
Introduction: To increase the coverage rate and effectiveness, universal newborn hearing screening (NHS) should 
be financed by public funding rather than individuals. This study investigated the impact of the publicly-funded 
NHS program on the detection rate and the time to diagnosis and initiation of intervention for children with 
congenital hearing loss. 
Methods: We compared two groups: one group included newborns born between April 2011 and March 2016 who 
either did not pass NHS or were referred due to high risk (Group 1); the other group included newborns born 
between April 2017 and March 2022 who met the same criteria (Group 2). The screening costs of Group 1 were 
covered by the guardians’ payments, whereas those of Group 2 were covered by public funding. The NHS 
program in Group 2 exhibited improved screening methods, course, and timing of diagnostic hearing tests for 

　発達障害の診療では、聴覚の評価を
要する
　５歳児健診で簡易な検査ででも聴覚
の評価を入れられないか？



まとめのスライド

・発達障害の早期発見・早期支援は，発達障害の「可能性」のある児の家庭に対して，早い段階から
児と家族を支えていくことが大切であり，単に診断につなげることが目的ではない。児に対して発達
障害の特性と発達をふまえた育ちの支援が必要であり，同時に親を支援することにより，子育ての
むずかしさからくる親のリスク（不全感，不安感，疲労感など）も軽減できる。

・地域の中でどのような関係者（地域のプレイヤー）がどのような事業・活動を行っているかを把握し、
連携していくことが必要である。行政保健師などによる個別のケースに応じたコーディネートが必要
である。

・健診は、「何か気になるな」を専門家が早めにキャッチする場であり、子どもが苦手なことを早めに
知り、うまく子育てをするための入り口となる。また、専門家に相談できる場である。エビデンスに
沿って企画実施され、従事者のレベルの維持、精度管理や実施結果の評価が欠かせない。

・5歳児健診では、集団生活を営む上で必要な社会性の発達や自己統制などの行動面の発達を評

価し、こどもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行う。健診会場での専門相談な
どを活用し、必要に応じてその後の医療、福祉、教育などのフォローアップを行い、就学につなげて
いく。


